
事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

大気環境の
監視・情報提
供

大気汚染常時監視（東
山中学校測定室）

継続
（昭和46年度～）
※昭和46年～平成14
年まで旧庁舎。東山
中学校には昭和57年
～設置。

区内一般環境大気を常時
監視し、環境基準比較等
を行い、今後の環境保全
対策に資する。

区内測定地点1ヶ所（東
山中）で年間を通じて実
施した。

調査項目のうち、二酸化
いおう、一酸化炭素、浮
遊粒子状物質及び二酸
化窒素については環境
基準を達成したが、光化
学オキシダントは達成で
きなかった。

評価に必要な年間測定時間
6,000時間以上を確保した。
(オキシダント計測除く。）

○ 引き続き常時監視を
行う。

環境保全課

大気環境の
監視・情報提
供

酸性雨調査（区総合庁
舎）

継続
（平成4年度～）
※平成15年度～総合
庁舎屋上で測定

目黒区総合庁舎において
実施する。

目黒区総合庁舎におい
て実施した。

測定値の年平均値は4.8
であった。

酸性雨については、ここ数年
横ばいで改善が進んでいな
い。

○ 酸性雨については改
善が進んでおらず、今
後とも監視を行ってい
く。

環境保全課

大気環境の
監視・情報提
供

窒素酸化物調査（主要
幹線道路、交差点）

継続
（昭和45年度～）

区内大気状況常時監視の
補完調査として、窒素酸
化物等についての調査を
実施する。

沿道における窒素酸化
物調査：幹線道路沿い
（9地点及び後背地3地
点）における窒素酸化物
の調査を年4回各回平
日5日間連続測定を行っ
た。

今年度から測定項目に
PM2.5を追加して実施
（沿道1地点及び後背地
1地点）

沿道における窒素酸化
物調査では測定期間
中、二酸化窒素、浮遊
粒子状物質ともに環境
基準を超過した日はな
かった。

自動車排ガス規制により沿
道の二酸化窒素濃度は低下
の傾向がある。大橋他全2地
点で浮遊粒子物質（SPM）の
測定を実施したが、環境基
準値の超過はなかった。

○ 今後も調査を継続す
る。

環境保全課

大気環境の
監視・情報提
供

PM2.5の測定 新規
（平成24年度～）

玉川通り、東山貝塚公園
において測定し、区民へ
公表する。

玉川通り、東山貝塚公
園で、年20日間測定を
実施した。

－ 調査を行い、数値を公表し
た。

○ 引き続き測定を行う。 環境保全課

大気環境の
監視・情報提
供

小型焼却炉使用禁止等
の指導、啓発

継続
（平成13年度～）

小型焼却炉の使用禁止等
の指導を行う。

日常監察において使用
禁止等の指導を行った。

－ 小型焼却炉の使用禁止等の
指導を行い、適正な処置を
促すことができた。

○ 機会をとらえ、現場調
査等により実態把握
に努める。

環境保全課

工場・事業場
への排出規
制の実施

工場認可等指導取締 継続
（平成44年度～）

引き続き公害の未然防止
に努める。

設置・変更認可申請5
件、その他の届出36件、
監察等立入調査33件

－ 公害防止対策の審査を行
い、公害の未然防止に努め
ることができた。

○ 継続して実施してい
く。

環境保全課

光化学スモッ
グ対策

光化学スモッグ注意報
等発令状況伝達周知

継続
（昭和56年頃～）

夏季における光化学ス
モッグ被害を未然に防止
するため、注意報等の発
令を区民に周知する。

注意報等発令時の区民
への周知を図るため、
防災無線放送や区の施
設での懸垂幕の掲示を
行った。
学校情報8回　注意報3
回

－ 区民への周知を行えていた。 ○ 引き続き夏季におけ
る光化学スモッグ被
害を未然に防止する
ため、注意報等の発
令を区民に周知する。

環境保全課

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策
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24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
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予定
○：継続
△：休止
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予定している
事業内容
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平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

光化学スモッ
グ対策

都が進めるVOC排出削
減対策の情報提供

平成24年度～ 東京都と連携し、機会をと
らえて情報提供する。

東京都が主催するVOC
対策セミナーについて、
チラシ等により周知を
行った。

－ － ○ 東京都と連携し、機会
をとらえて情報提供す
る。

環境保全課

フロン回収促
進及び代替
物質への転
換促進

フロン等によるオゾン層
破壊や地球温暖化への
影響、その転換のため
の啓発

継続
（開始年度不明）

国・東京都と連携し、機会
をとらえて啓発を実施す
る。

実施せず。 － － ○ 国・東京都と連携し、
機会をとらえて啓発を
実施する。

環境保全課

水環境の監
視・情報提供

目黒川水質調査 継続
（平成11年度～）

目黒川における水質を定
期的に測定してその現状
を把握し、自然環境を含
む環境保全に資する。

測定場所：氷川橋、宝来
橋、中里橋
測定頻度：年4回に実施
した。

健康項目4項目
（カドミウム、全シアン、
鉛、6価クロム）
生活環境項目4項目
（PH 、BOD 、SS、DO）
以上について、すべて環
境基準に適合していた。

東京都の清流復活事業によ
る水質改善の効果が出てい
る。

○ 水質分析調査を民間
委託する。
測定場所　氷川橋、
宝来橋、中里橋
測定頻度年4回とす
る。

環境保全課

水環境の監
視・情報提供

地下水汚染実態調査 継続 事業所等から排出される
汚水の地下浸透による地
下水汚染の実態把握及び
汚染された井戸の経年変
化の監視をする。

平成23年度実施対象
（経年監視3ヶ所・その他
15ヶ所)

環境基準適合16箇所、
不適合2箇所（経年監視
箇所）であった。

新たに汚染が発覚した地点
はなかった。

○ 平成20年度より調査
を民間委託した。環境
内容の公表について
は、検体採取場所は
私有地であり、個人所
有の井戸が中心であ
るため、プライバシー
の保護に配慮する。

環境保全課

河川水質浄
化

河床整正・河川清掃 継続
（昭和60年度～）

河床整正・浚渫
1回/年
目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面清掃
12回/年
呑川清掃
48回/年

河床整正・浚渫
1回/年
目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面清掃
12回/年
呑川清掃
48回/年

河床整正・浚渫
1回/年
目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面清掃
12回/年
呑川清掃
48回/年

定期的な実施により良好な
河川環境の維持に一定の効
果が出ている。

○ 河床整正・浚渫
1回/年
目黒川河川清掃
12回/年
目黒川水面等清掃
12回/年
呑川清掃
48回/年

土木工事課

河川水質浄
化

目黒川クリーンアップ大
作戦

継続
（平成11年度～）

年3回実施 年2回実施(雨天のため
中止1回）

年2回実施 沿川通路の環境維持に一定
の役割を果たしている。

○ 年3回実施 土木工事課

工場・事業場
への排出規
制の実施

工場認可等指導取締 継続
（昭和44年度～）

引き続き公害の未然防止
に努める。

設置・変更認可申請5
件、その他の届出36件、
監察等立入調査33件

－ 公害防止対策の審査を行
い、公害の未然防止に努め
ることができた。

○ 継続して実施してい
く。

環境保全課

雨水流出抑
制対策と水循
環機能の回
復

雨水利用システムの導
入

継続
（平成22年度～）

学校施設の改築や大規模
改修の予定は無い。

－ 導入済5校 － ○ 学校施設の改築や大
規模改修の予定は無
い。

学校施設計
画課
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事業名

平成24年度

担当課施策

雨水流出抑
制対策と水循
環機能の回
復

雨水流出抑制施設の整
備の促進（公共･民間施
設）を図る。

継続
（平成2年度～）

－ － 雨水流出抑制施設等設
置指導実績
6,153.1㎥

届出が必要な対象物件に関
しては、ほぼ全て届出がなさ
れた。

○ 現行制度継続 都市整備課

雨水流出抑
制対策と水循
環機能の回
復

透水性舗装、雨水浸透
桝の整備

継続
（昭和61年度～）

透水性舗装　400㎡
雨水浸透桝　3箇所

透水性舗装　588㎡
雨水浸透桝　3箇所

透水性舗装　588㎡
雨水浸透桝　3箇所

事業目標を達成した。 ○ 透水性舗装　180㎡
雨水浸透桝　3箇所

土木工事課

雨水流出抑
制対策と水循
環機能の回
復

公園整備（透水性舗装、
浸透桝・トレンチ）

継続
（平成2年度～）

都市型水害対策のため、
雨水流出抑制施設の整備
を図る。

透水性舗装
1,126.2㎡
浸透桝
4基
浸透トレンチ
17ｍ

－ 公園等の新設改良にあた
り、基準に基づいて整備し
た。

○ 目黒銀座児童遊園改
良（第2期）
工大橋周辺緑道改良
緑が丘駅前公衆便所
改良

みどりと公園
課

雨水流出抑
制対策と水循
環機能の回
復

地下水揚水規制 継続
（昭和46年度～）

工場等に対して、地下水
の揚水量の記録と報告を
求める。

揚水量報告対象施設13
施設。
揚水量合計54,727t

－ 実態に即した揚水量の報告
を求めることができた。

○ 揚水量について、最
小限となるように指導
していく。

環境保全課

工場跡地等
の土壌汚染
対策

工場跡地等の土壌・地
下水汚染の監視・指導

継続
（平成13年度～）

引き続き土壌・地下水汚
染対策を行う。

土壌汚染状況調査報告
書4件

－ 土壌汚染調査時に事業場あ
て立入監察を実施、また東
京都と情報交換や対策指導
等で連携し、防止指導を行
い、跡地等の土壌汚染の監
視・指導に努めることができ
た。

○ 引き続き立入監察を
実施し、跡地等の土
壌汚染の監視・指導
をしていく。

環境保全課

アスベスト対
策

石綿含有建築物解体等
工事届出審査事務

継続
（平成7年度～）

引き続きアスベストの飛散
防止を図る。

特定粉じん排出作業実
施届出12件
石綿飛散防止方法等計
画届出12件

－ 施工計画届出の審査や作業
方法の指導を行い、アスベス
トの飛散防止を図った。

○ 継続して実施してい
く。

環境保全課

アスベスト対
策

アスベスト分析調査費助
成

継続
（平成17年度～）

引き続き調査費助成を行
う。

申請なし。 － 制度について、ホームページ
や区民向けパンフレットによ
り周知に努めた。

○ 継続して実施してい
く。

環境保全課

アスベスト対
策

工業近代化資金融資 継続
（平成17年度～）

－ 申請なし。 － 今後も継続的に周知していく
必要がある。

○ 継続実施 産業経済・消
費生活課

アスベスト対
策

住宅リフォーム資金助成 継続
（平成11年度～）

－ 申請なし。 － － ○ 一般的な住宅改修支
援事業の対象に含ま
れるものであるため、
現状維持の状態で実
施していく。

住宅課
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アスベスト対
策

住宅修築資金融資あっ
せん

継続
（昭和62年度～）

－ 申請なし。 － － ○ 一般的な住宅改修支
援事業の対象に含ま
れるものであるため、
現状維持の状態で実
施していく。

住宅課

化学物質の
適正管理

適正管理化学物質対策 継続
（平成13年度～）

適正な報告を求め、実態
を把握し、排出抑制につ
なげる。

適正管理化学物質使用
量等報告書67件

－ 対象事業場の実態の把握を
進めることができた。

○ 有害化学物質使用事
業場の実態を把握し、
排出抑制につなげ
る。

環境保全課

化学物質の
適正管理

有害化学物質に対する
情報収集や啓発

継続
（平成13年度～）

適正な報告を求め、実態
を把握し、排出抑制につ
なげる。

適正管理化学物質使用
量等報告書67件

－ 対象事業場の実態の把握を
進めることができた。

○ 有害化学物質使用事
業場の実態を把握し、
排出抑制につなげ
る。

環境保全課

放射性物質
への対応

区立公園等6施設と総合
庁舎東口における空間
放射線量の測定と区民
への公表

新規
（平成24年度～）

区立公園等6施設と総合
庁舎東口において空間放
射線量を測定し、区民へ
公表する。

公園等6施設では24回、
総合庁舎東口では57回
測定を実施した。

測定値は0.04～0.11μ
Sv/hの範囲であった。

測定値は特に大きな変化は
ない。

○ 引き続き測定を行う。 環境保全課

放射性物質
への対応

区立小中学校の屋外
プール、区民センター屋
外50ｍプールのプール
水の放射性物質の測定

継続
（平成23年度～）

区立小中学校の屋外プー
ル、区民センター屋外50
ｍプールを対象に、プー
ル水の放射性物質を測定
する。

各プール開業前、期間
中の2回実施。合計プー
ル水68検体の測定を実
施した。

全て不検出であった。
（検出下限値1,又は
10Bq/kg）

利用者の不安感軽減に寄与
した。

○ 区立小中学校の屋外
プールは学校施設計
画課が、区民センター
屋外プールはスポー
ツ振興課が実施予定

環境保全課

放射性物質
への対応

雨水槽等の放射性物質
の測定

新規
（平成24年度～）

雨水槽等の放射性物質を
測定する。

32検体の測定を実施し
た。

7検体から放射性セシウ
ムが検出された。最高
値はセシウム137：
52Bq/kg)

放射性物質が検出された7
施設について、雨水槽の清
掃を指示した。

× 放射性物質が検出さ
れた施設は全て清掃
済み。

環境保全課

放射性物質
への対応

公園等の空間放射線量
の測定

継続
（平成23年度～）

公園等140施設を測定す
る。

公園等140施設の測定
完了。

100% 測定結果を区ホームページ
で公表し、区民の区民の不
安解消の一助となった。

○ 引き続き公園等にお
ける放射線量測定、
低減措置、結果の公
表を実施する。

みどりと公園
課

放射性物質
への対応

児童館・学童保育クラブ
の周囲等及び屋外活動
場所の空間線量の測定

新規
（平成24年度～）

－ 施設の周囲等を定期測
定するとともに、屋外で
活動する時は、事前に
活動場所の空間放射線
量を測定し事業を行っ
た。

定期（7～8月　23箇所、
1～2月　21箇所）
通年(10箇所、延15回）

区が対応の目安としている
数値は検出されなかった。

○ 平成24年度同様に実
施する。

子育て支援
課

放射性物質
への対応

保育園の空間放射線量
の測定

継続
（平成23年度～）

－ 公立、私立認可保育園
31園において空間放射
線量を測定した。

5月、8月、12月、3月の4
回実施した。

区が対応の目安としている
数値は検出されなかった。

○ 平成24年度同様に実
施する。

保育課

4



事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

放射性物質
への対応

保育園給食食材の放射
性物質検査

継続
（平成23年度～）

－ 公立保育園、希望する
私立認可保育園・認証
保育所・その他認可外
保育施設の給食食材検
査を行った。

使用前給食食材検査、
主要食材検査、調理済
給食検査を実施した。

検査結果を園に掲示するとと
もに、区ホームページで公表
し、保護者の不安を払拭する
ための一助となった。

○ 使用前給食食材検
査、主要食材（米・牛
乳・ヨーグルト・粉ミル
ク）の検査

保育課

放射性物質
への対応

すくすくのびのび園給食
食材等の放射性物質検
査

平成24年度～ 保育課同様測定し、食と
環境の安全を確認する。

保育課と同様に実施す
る。

予定通り。 予定通り実施し結果は園内
に掲示した。

○ 主要食材年4回
調理前食材年6回

障害福祉課

放射性物質
への対応

すくすくのびのび園の空
間放射線量測定

平成24年度～ 保育課同様測定し、食と
環境の安全を確認する。

保育課と同様に実施す
る。

予定通り。 予定通り実施し結果は園内
に掲示した。

○ 変更なし。 障害福祉課

放射性物質
への対応

区立体育施設の空間線
量、プール水の放射性
物質の測定

継続
（平成23年度～）

①屋外施設の空間線量測
定：庭球場（4ヶ所）、野球
場（2ヶ所）、サッカー場
（1ヶ所）
②プール水の放射性物質
の測定：屋外50Mプール
（1ヶ所）

実施済み。 全ての施設を実施済
み。

いずれの施設においても不
検出であり、区民の健康不
安の払拭に寄与した。

○ 平成24年度と同様に
実施する。

スポーツ振興
課

放射性物質
への対応

区立小中学校等の空間
線量、プール水の放射
性物質、雨水利用設備
の放射能の測定

継続
（平成23年度～）

基準値を超える空間放射
線量が測定され、学校で
の対応が困難な場合、及
び、プール水、雨水利用
設備から放射性物質検出
の報告があった場合に低
減措置等を講じる。

基準値を超える空間放
射線量を計測した設備
の一部を切削した。
放射性物質を検出した
雨水利用設備を清掃し
た。

空間放射線量低減措置
1校
雨水利用設備清掃　1校

必要とされた低減措置等は
完了した。

○ 基準値を超える空間
放射線量が測定さ
れ、学校での対応が
困難な場合、及び、
プール水、雨水利用
設備から放射性物質
検出の報告があった
場合に低減措置等を
講じる。

学校施設計
画課

放射性物質
への対応

区立小中学校等給食食
材の放射性物質検査

継続
（平成23年度～）

－ 区立小中学校等の給食
食材検査を行った。

使用前給食食材検査、
主要食材検査、調理済
給食検査を実施した。

検査結果を区ホームページ
及び各学校のホームページ
で公表し、保護者の不安を払
拭するための一助となった。

○ 使用前給食食材検
査、主要食材（米・牛
乳・ヨーグルト）の検査

学校運営課

放射性物質
への対応

区立小中学校の校庭、
区立幼稚園等の園庭の
空間線量の測定

継続
（平成23年度～）

児童生徒を内部被爆から
守る。

校庭の毎日測定、校内
十数ヶ所の観測とHP等
での公表

全幼稚園、小中学校 適切に実施している。 ○ 校庭の毎日測定、校
内十数ヶ所の観測と
区ホームページ等で
の公表

教育指導課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

自動車交通
騒音・振動の
監視

道路騒音・振動調査 継続
（昭和45年度～）

自動車に起因する騒音・
振動の状況及び交通量を
把握し、環境基準の達成
状況など比較・検討を行
う。

常時監視(面的調査）6
区間を行った。自動車交
通騒音・振動調査（要請
限度調査）6地点を行っ
た。

常時監視（面的調査）で
は、夜間の環境基準達
成率が低かった。
自動車交通騒音・振動
調査（要請限度調査）で
は、要請限度を超えた
地点はなかった。

環境基準の達成率が低い路
線があるので継続して調査
する必要がある。

○ 平成20年度から調査
分析を民間委託に切
り替え、継続して調査
を実施。鉄道騒音・振
動調査は、事業者が
行うという基本に立ち
返り平成19年度をもっ
て廃止した。

環境保全課

自動車交通
騒音・振動の
監視

交通量調査 継続
（昭和45年度～）

区内6地点で交通量調査
を行う。

区内6地点で交通量調
査を行った。

－ 騒音は合計交通量との相関
が最も高く、振動は大型車交
通量との相関が最も高かっ
た。

○ 継続して調査を行う。 環境保全課

工場等への
指導

工場認可等指導取締 継続
（昭和44年度～）

受動的な事業のため、目
標設定が困難である。

騒音規制法関係届22件
振動規制法関係届3件
東京都環境確保条例関
係届　工場36件、指定
作業場36件

－ 認可申請・届出に基づき、事
業場の実態を把握し、適切な
公害防止指導をすることがで
きた。

○ 現場調査により、認可
申請・届出をすべき事
業場の把握に努め、
公害防止指導を強化
する。

環境保全課

工場等への
指導

特定建設作業による騒
音・振動届出受理事務

継続
（昭和46年度～）

受動的な事業のため、目
標設定が困難である。

騒音規制法特定建設作
業届187件
振動規制法特定建設作
業届139件

－ 騒音・振動が著しい工事もあ
り、被害の発生がみられるた
め、騒音・振動の実態把握を
行った。

○ 届出事務についての
整備を図るとともに、
実態把握に努める。

環境保全課

工場等への
指導

解体工事等による標識
設置届出受理事務

継続
（平成18年2月～）

受動的な事業のため、目
標設定が困難である。

解体工事等標識設置届
213件

－ 対象工事の周知及び指導を
徹底し、近隣との紛争の防
止につなげた。

○ 的確な届出指導をし、
現場確認を行い、実
態把握に努める。特
にアスベストについて
は、使用の有無の確
認を行い、適正な除
去の指導を強化す
る。

環境保全課

騒音沿道対
策

環七沿道整備事業 継続
（昭和63年度～）

－ － 届出17件
防音工事費助成2件
緩衝建築物工事費助成
１件

環七沿道地区整備計画の内
容に沿って、届出書がほぼ
適切に提出された。

○ 現行制度継続 都市整備課

生活公害（騒
音・振動・悪
臭等）に係る
相談・調整

公害相談 継続
（昭和46年度～）

目標設定になじまない。 苦情申立件数165件
内訳　工場8件、指定作
業場4件、建設工事79
件、一般74件

－ 典型7公害以外の相談が多
い。

○ 相談の取扱いについ
ての基準を検討し、対
応の標準化を図る。

環境保全課

みどりの拠点
の保全

環境保全林の指定 継続 1件 継続実施 0件 指定について検討した。 ○ 継続実施 みどりと公園
課

住宅地のみ
どりの保全

保存樹木等の指定 継続
（平成24年度より新規
指定は休止）

継続実施 樹木　560本
樹林　　26件
生垣　　67件

樹木0件（新規指定）
樹林0件
生垣0件

新規指定休止と解除のた
め、総本数は減となった。

○ 新規指定については
休止

みどりと公園
課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

住宅地のみ
どりの保全

都市緑地法の活用 継続 1件 継続実施 0件 指定について検討した。 ○ 継続実施 みどりと公園
課

開発・建築行
為の際のみ
どりの確保

開発行為許可制度 継続
（平成6年度～）

－ － 許可件数9件（変更許可
含む）

開発許可申請が許可基準に
沿って適切に提出され、公共
施設の同意も適切になされ
た。

○ 現行制度継続 都市整備課

開発・建築行
為の際のみ
どりの確保

みどりの条例に基づく緑
化計画の協議

継続 継続実施 ― 11710.50㎡緑地面積は
民有地のもの

民有地の緑化が推進でき
た。

○ 継続実施 みどりと公園
課

民有建物に
おける緑化の
推進・支援

みどりのまちなみ助成 継続 継続実施 接道　9,942.46ｍ
屋上　4,350.12㎡
壁面　449.07㎡

接道　173.77ｍ
屋上　176.76㎡
壁面　    3.14㎡

確実な緑化が進んだ。 ○ 継続実施 みどりと公園
課

公共施設に
おける緑化の
推進

公共施設の緑化 継続 継続実施 区営清水町アパート・向
原町児童遊園・目黒天
空庭園・オーパス夢ひろ
ば・緑が丘駐輪場

地上5,108.91㎡
屋上155.01㎡

公共施設の緑化が推進でき
た。

○ 継続実施 みどりと公園
課

公共施設に
おける緑化の
推進

学校の壁面緑化 継続
（平成18年度～）

校庭整備事業は当面延期
とされている。

－ 実施済10校 － ○ 校庭整備事業は当面
延期とされている。

学校施設計
画課

身近な公園・
緑地の確保と
質の向上

公園・緑道等の整備 継続
（昭和25年度～）

－ 129ヶ所（うち緑道10路
線）
（373,011.74㎡）

公園　1件
児童遊園　1件

目黒天空庭園整備
向原町児童遊園拡張整備

△ － みどりと公園
課

身近な公園・
緑地の確保と
質の向上

公園・緑道等の改良 継続
（平成18年度～）

－ 10ヶ所（うち緑道1路線） 児童遊園　1件 目黒銀座児童遊園改良（第１
期）

○ 目黒銀座児童遊園改
良（第2期）
工大橋周辺緑道改良
緑が丘駅前公衆便所
改良

みどりと公園
課

身近な公園・
緑地の確保と
質の向上

公園活動登録団体支援 継続 － 5公園で住民参加による
公園管理が行われた。

累計12団体 － ○ － みどりと公園
課

みどりを育て
る区民等へ
の活動支援

グリーンクラブ事業 継続 新規2団体育成 85団体 新規3団体育成 予定通りの活動が行われ
た。

○ － みどりと公園
課

みどりを育て
る区民等へ
の活動支援

区民による苗木植樹運
動の推進

継続 継続実施 － 1,100本 住区祭り等で配布し、民有地
の緑化が推進できた。

○ 継続実施 みどりと公園
課

みどりを育て
る区民等へ
の活動支援

剪定器具の貸出し 継続 継続実施 － 60件 個人緑化維持、管理に貢献
している。

○ 継続実施 みどりと公園
課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

みどりへの関
心向上のた
めの普及啓
発

普及啓発パンフレットの
作成・配布

継続 継続実施 － 自然通信員9,000枚、
いきもの気象台2500枚、
みどりのまちなみ助成
2,400枚

自然通信員等に配布した。 ○ 継続実施 みどりと公園
課

みどりへの関
心向上のた
めの普及啓
発

エコ園芸生活講座 継続 環境に配慮した園芸講座
を開催する。

12回延べ140名 目標達成 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園
課

みどりへの関
心向上のた
めの普及啓
発

花とみどりの学習館によ
るみどりの普及啓発の
推進

継続 各種イベントの開催 50回延べ1,164人 目標達成 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園
課

みどり・自然
とふれあう体
験の提供

収穫体験農園（ぶどう狩
り）

継続
（平成4年度～）

区報、ポスタ-等により情
報提供することで、より多
くの区民に対し周知を図
り、収穫体験農園への参
加を促す。

2農園で実施。
販売価格　1,500円/kg
実施日
8/25(土)

参加数
1園は約750人
1園は約700人

参加者に余暇を楽しむ場を
提供するとともに、都市農地
に対する理解を深めるきっか
け作りになった。

○ 継続実施 産業経済・消
費生活課

みどり・自然
とふれあう体
験の提供

収穫体験農園（じゃがい
も掘り）

継続
（平成8年度～）

区報、ポスタ-等により情
報提供することで、より多
くの区民に対し周知を図
り、収穫体験農園への参
加を促す。

実施日
（団体）3農園
6/15(金)～6/29(金)
（個人）4農園
6/23(土)

参加数
（団体） 7団体
（個人） 約160組

参加者に余暇を楽しむ場を
提供するとともに、都市農地
に対する理解を深めるきっか
け作りになった。

○ 継続実施 産業経済・消
費生活課

みどり・自然
とふれあう体
験の提供

自然宿泊体験教室事業 継続
（平成22年度以降自
然宿泊体験教室に移
行し、平成23年度か
ら全校完全実施。）

平成22年で移動教室事業
等を廃止し、平成23年度
以降は全校自然宿泊体験
教室事業に完全移行し
た。平成24年度は興津自
然学園及び八ヶ岳林間学
園で実施するほか、宮城
県気仙沼大島において、
中学校1校の自然宿泊体
験教室を実施する。

自然宿泊体験教室事業
を、興津自然学園、八ヶ
岳林間学園、宮城県気
仙沼大島（民間施設）に
おいて実施した。

全小・中学校で実施し
た。ただし、小学校3校
の角田市での自然宿泊
体験教室については、
実施を見送り、八ヶ岳林
間学園で実施した。

自然を愛する心、環境を保全
する態度の育成ができた。

○ 全小・中学校で自然
宿泊体験教室を実施
する。
引き続き、自然を愛す
る心、環境を保全する
態度を育成する。

教育指導課

みどり・自然
とふれあう体
験の提供

中学生の自然体験事業 継続
（平成4年度～）

青少年（中学生）が自然環
境が豊かな地で野外活動
や集団生活、現地の人と
の交流を行う事で自立性
や協調性を身につける。

参加者13人（2泊3日） － 目黒区と交流のある宮城県
気仙沼大島で磯釣り、地引
網、海水浴などの自然体験
や復興支援海岸清掃ボラン
ティアを実施するとともに、地
元の人たちとの交流を行っ
た。

○ 継続実施 生涯学習課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

みどり・自然
とふれあう体
験の提供

区民農園 継続
（昭和53年度～）

45区画 45区画 100% 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園
課

みどり・自然
とふれあう体
験の提供

学校独自宿泊事業 継続 生徒が日常生活において
経験できない活動につい
て、一定期間集中的に取
り組むことにより、知識・体
力・技能等の向上に資す
る活動を行う。

知識・体力・技能等の向
上に寄与する取り組み
を実施した。

2校で実施。
参加生徒：189人

実施要綱に基づく「学校独自
の特色ある宿泊体験」を目的
とした活動が実践できた。

○ 継続して実施する。 教育指導課

みどり・自然
とふれあう体
験の提供

野外活動器材の提供事
業

継続
（平成4年度～）

青少年の野外活動を支援
するため野外活動機材を
貸し出し青少年の健全な
育成を図る。

29件の利用 － － ○ 継続実施 生涯学習課

みどり・自然
とふれあう体
験の提供

自然クラブ等の開催 継続
（平成9年度～）

450名/年 24回開催1,086名参加 目標達成 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園
課

生物多様性
地域戦略策
定と運用

「（仮称）目黒区生物多
様性地域戦略」の策定と
運用

新規
（平成24年度～）

－ 検討委員会の開催等を
行った。

基本方針案の検討を
行った。

－ ○ 継続実施 みどりと公園
課

自然・生き物
の実態の把
握と生き物情
報の提供

みどりの実態調査・生物
多様性現況調査

継続 継続実施 生物多様性現況調査を
行った。

－ － ○ 継続実施 みどりと公園
課

自然・生き物
の実態の把
握と生き物情
報の提供

区民による身近な生物
調査と自然通信員の育
成

継続 継続実施 ニュースレター「身近な
自然だより」を3号送付し
た。

約1,100世帯が参加し
た。

－ ○ 継続実施 みどりと公園
課

自然・生き物
の実態の把
握と生き物情
報の提供

いきもの気象台(動植物
基礎調査経年記録シス
テムによる自然情報の
集積と情報発信)

継続 継続実施 平成9年から実施 指標種を調査した。 1,852件の生物の情報を得
た。

○ 継続実施 みどりと公園
課

自然・生き物
の実態の把
握と生き物情
報の提供

目黒川水生生物調査 継続 継続実施 平成9年から実施 1回実施 多くの参加があり、事業の必
要性をより一層実感した。

○ 継続実施 みどりと公園
課

ビオトープの
ネットワーク
化(エコロジカ
ルネットワー
ク の形成)と
より質の高い
生息環境づく
り

ビオトープ活動の推進と
身近なみどりのエコアッ
プ

継続 継続実施 区立小学校・幼稚園・公
園25ヵ所

－ 活動を継続している。 ○ 継続実施 みどりと公園
課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

区内の自然・
生き物を学ぶ
機会の提供

自然観察教室の開催 継続（平成9年度～） 継続実施 平成9年から実施 生きもの発見隊　2回実
施
参加人数56人

多くの参加があり、事業の必
要性をより一層実感した。

○ 継続実施 みどりと公園
課

区内の自然・
生き物を学ぶ
機会の提供

自然観察舎における体
験型自然学習の推進

継続 継続実施 観察利用数
12,699名

－ 啓発拠点として有効に機能し
ている。

○ 継続実施 みどりと公園
課

区内の自然・
生き物を学ぶ
機会の提供

自然クラブの開催 継続
（平成9年度～）

450名/年 24回開催1,086名参加 目標達成 目標達成 ○ 継続実施 みどりと公園
課

生物多様性
保全のリー
ダーの育成

自然観察普及員の育成 継続 新規普及員5人 花みどり人（すと）
新規15人

10割達成 公園等のボランティア活動と
して十分な環境保全活動が
行われた。

○ 継続実施 みどりと公園
課

生物多様性
に配慮した公
園・緑地等の
管理

小動物が生息する水辺
環境再生事業

継続 継続実施
駒場野公園において蛍等
が生息できる水辺環境の
復元を目指す。（数値目標
なし）

平成9年から実施
蛍幼虫飼育。ホタル観
察会実施。

1回実施
数値目標なし。

24種類の生き物を観察でき
た。
蛍が自然発生する環境を目
指し、住民活動が行われるこ
とで、水辺を含めた里山環境
が保全されている。

○ 継続実施 みどりと公園
課

生物多様性
に配慮した公
園・緑地等の
管理

落ち葉や小枝が堆積す
る林づくり

継続 継続実施 11ヶ所 0ヶ所 活動を継続している。 ○ 継続実施 みどりと公園
課

地域美化活
動支援

環境美化推進団体支援 継続
（平成15年度～）

環境美化推進団体（区民
や事業者等）が行う地域
の美化活動について支援
を行う。

環境美化推進団体の清
掃活動に対しての、トン
グやガム取り棒等の用
具の貸出しや啓発品の
提供をを実施した。

－ 環境美化推進団体の清掃活
動によりポイ捨てされている
ごみは減ってきている印象を
受けるが、現状に満足するこ
となく、自主的な活動が継続
するように支援していくことが
重要である。

○ 既存の環境美化推進
団体との協働により
継続的にまちの環境
美化推進を図る。
新たな地域における
環境美化推進団体の
立上げを検討する。

環境保全課

地域美化活
動支援

ボランティア清掃活動団
体（スイーパーズ）支援

継続
（平成15年度～）

ボランティア清掃団体であ
る、中目黒スイーパーズ
（中目黒駅周辺）及び権之
助・大鳥スイーパーズ（目
黒駅周辺）の支援を行う。

中目黒及び権之助・大
鳥スイーパーズの事務
局を運営し、連絡会にお
ける会員同士の情報の
共有化、活動継続の意
識付け、清掃用具の貸
出し等を行った。区ホー
ムページでの活動周知
により、中目黒、権之
助・大鳥スイーパーズと
も１団体ずつ新規の参
加あった。

中目黒スイーパーズ
連絡会
毎月実績連絡票送付
（平成24年度の清掃活
動実績1,108回で延
12,486人が参加）
四半期ごとにスケジュー
ル表送付
　
権之助・大鳥スイーパー
ズ
連絡会

まちの環境美化に対する参
加会員の関心は高く、スイー
パーズの活動が定着してき
ている。
スイーパーズの活動もありポ
イ捨ては減ってきている印象
ではあるが、活動を継続して
いくことが必要であるため、
今後も自主的な活動を積極
的に支援していくことが重要
である。

○ 中目黒及び権之助・
大鳥スイーパーズの
活動支援を行う。
また、他地域での活
動団体の発足支援も
検討する。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

地域美化活
動支援

落書き消去活動支援 継続
（平成17年度～）

落書き消去活動を支援す
る。

消去剤貸与5件 － 落書きの被害を受けた方へ
の支援として、落書消去剤の
貸与を行った。

○ 引き続き支援を行う。
区民ニーズに沿う事
業の進め方や効果的
な周知方法を検討す
る。

環境保全課

吸い殻等の
ポイ捨て・犬
のふん放置
などのマナー
普及啓発

ポイ捨て禁止啓発活動 継続
（平成15年度～）

区民等に対し、ポイ捨て
防止についてのマナー向
上のための普及・啓発を
行う。
・啓発プレート等の配布
・ポイ捨て禁止キャンペー
ンの実施

区民等に対し、ポイ捨て
防止についてのマナー
向上のための普及・啓
発活動を行った。
・啓発プレート等の配布
・ポイ捨て禁止キャン
ペーンの実施（7月13日）

・啓発プレートの配布
（226枚）、路上シールの
配布（420枚）、路上シー
ト185枚、たて看板28枚
の設置
・ポイ捨て禁止キャン
ペーンの実施（51名参
加）

さまざまな啓発活動によりポ
イ捨て行為の防止に努め
た。区報で啓発プレートの配
布について周知したところ、
配布件数が増えた。マナー
向上のため、今後も啓発活
動を継続していくことが必要
である。

○ 区報による啓発や
キャンペーン等を継続
すること、地域の清掃
活動を支援することに
より、マナーの向上を
促す。

環境保全課

吸い殻等の
ポイ捨て・犬
のふん放置
などのマナー
普及啓発

犬の散歩時などのマ
ナーについての啓発活
動

継続
（昭和50年頃～）

－ 啓発プレートを作成し、
窓口（生活衛生課、碑文
谷保健センター及び各
地区サービス事務所）で
配布した。区ホームペー
ジで配付周知を行った。

啓発プレート配布枚数：
延べ226枚（生活衛生課
窓口配布分のみ）、犬の
飼い方セミナー開催：開
催回数3回（講義）、延べ
参加者数70人

犬のフンの不始末に関する
苦情・相談件数は、23年度は
270件だったが24年度は183
件だった。

○ 継続実施 生活衛生課

吸い殻等の
ポイ捨て・犬
のふん放置
などのマナー
普及啓発

路上喫煙禁止区域指定 継続
（平成18年12月～）

・路上喫煙禁止区域の啓
発及び指定喫煙所の環境
改善に取り組む。
・指定喫煙所のあり方に
ついて地元との協議を行
う。

・路上喫煙禁止啓発
シートの設置（自由が丘
駅周辺67枚、都立大学
駅周辺68枚、中目黒駅
周辺50枚）
・路上喫煙禁止立看板
の設置（自由が丘駅周
辺28枚）

学芸大学駅西口喫煙所
（植栽交換及びサイン
ボードの新設等） 、中目
黒駅山手通り沿い喫煙
所(植栽交換及びサイン
ボード新設）及び都立大
学駅喫煙所（灰皿前面
及び
横面のサイン変更）をリ
ニューアルした。

事業効果の検証を継続実施
するとともに、喫煙所周囲の
副流煙対策の検討を引き続
き行う必要がある。

○ 既存の指定喫煙所の
副流煙対策を検討す
るとともに、健康めぐ
ろ21の「区立施設全
面禁煙に向けた施設
ごとの取り組みの方
向性」に基づき、道路
の喫煙環境の検討を
行うとともに、本事業
の方向性についても
合わせて検討する。

環境保全課

地域特性に
応じた良好な
街並み景観
の形成

「景観計画」に基づく建
築物等の景観誘導

継続
（平成18年度～）

景観計画に基づく届出や
事前協議の指導を行う。

景観届出にかかわる指
導や、事前協議による
景観誘導を行った。

景観の届出26件
事前協議5件

景観アドバイザー制度による
景観誘導により、よりいっそう
良好な景観形成を図った。

○ 景観計画の届出の手
引きを配布する。
景観計画に基づく届
出や事前協議が効率
よく運用されるよう啓
発を行う。

都市計画課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

地域特性に
応じた良好な
街並み景観
の形成

「景観計画」に基づく建
築物等の景観誘導

継続
（平成18年度～）

－ 目黒通り沿道景観軸特
定区域における景観形
成基準の改定後、景観
届出にかかわる指導
や、事前協議による景
観誘導を適切に行った。

景観の届出２６件
事前協議4件

届出が必要な対象物件に関
しては、ほぼ全て適切に届出
がなされ、景観計画の内容
に適合するものだった。

○ 現行制度継続 都市整備課

地域特性に
応じた良好な
街並み景観
の形成

地域街づくり条例を活用
した身近な街づくりの推
進

継続
（平成19年度～）

条例の積極的な活用に向
け、区民への周知を図る。

－ 専門家の派遣（5回）を
行った。

都市計画マスタープランの実
現方策の1つとして、地域街
づくり研究会の登録や地域
街づくり団体の認定により、
街づくりの情報提供や専門
家の派遣等、街づくり活動を
支援する仕組みを整備して
いる。登録された地域街づく
り研究会に活動支援を行っ
た。

○ 街づくり関連の相談内
容に応じて、条例の周
知と活用に向けた働
きかけを行う。

都市整備課

地域特性に
応じた良好な
街並み景観
の形成

電線類の地中化 継続
（昭和61年度～）

都立大学駅前 都立大学駅前工事執行
中

平成25年度完成予定 順調に事業を進捗している。 ○ 補助30号線（完成予
定）
都立大学駅前（完成
予定）

土木工事課

地域特性に
応じた良好な
街並み景観
の形成

違法屋外広告物の指
導・取締

継続
（平成17年度～）

－ 違反広告物が依然とし
て多い。

違反広告物除去枚数
97,567枚（はり紙97,299
枚、はり札7枚、立看板
261枚）

除去枚数が減らず、引き続き
啓発、指導取締りに取り組む
必要がある。

○ 区は、継続して違反
屋外広告物の撤去活
動を行う。あわせて、
商店街、警察等の合
同パトロールによる啓
発活動を行うと共に区
及び除去協力員によ
る撤去活動行う。

道路管理課

地域特性に
応じた良好な
街並み景観
の形成

地区計画制度 平成2年～（祐天寺栄
通り・中目黒四丁目）
平成4年～（自由通り
沿道八雲）
平成6年～（自由が丘
睦坂・自由が丘南口）
平成21年～（目黒本
町五丁目）
平成22年～（自由が
丘サンセットエリア）

－ － 地区計画届出４２件 地区計画区域内における建
築行為等に伴う届出が、ほ
ぼ全て適切に提出された。

○ 現行制度継続 都市整備課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

地域特性に
応じた良好な
街並み景観
の形成

都市計画制限（建築物
の高さや敷地面積の制
限など）を活用した良好
な住環境の保全・形成

継続
（平成21年度～）

地域特性に応じた地区計
画を策定する。

自由が丘南口地区地区
計画の変更に向けた地
元協議の支援を行った。

地区計画変更決定1件
について、達成はしてい
ないものの変更に向け
た地元支援を行った。

生活環境の保全のあり方に
ついて、地域の特性を活か
す協議が地元で行われてき
た。

○ 自由が丘南口地区地
区計画の変更につい
て、地元の街づくり提
案を受け,それを基に
計画案を検討する。

都市計画課

地域特性に
応じた良好な
街並み景観
の形成

都市計画制限（建築物
の高さや敷地面積の制
限など）を活用した良好
な住環境の保全・形成

継続
（平成21年度～）

地域特性に応じた地区計
画を策定する。

自由が丘南口地区地区
計画の見直しに向けた
地元の提案を受け、地
区計画変更決定手続き
を開始し、東京都や関
係機関等との調整等を
経て、地区計画原案を
作成した。

地区計画変更決定1件
について、達成はしてい
ないものの、変更に向け
た地区計画変更決定手
続きを開始し、地区計画
原案を作成した。

生活環境の保全のあり方に
ついて、地域の特性を活か
す地元の協議を支援した結
果、提案書が区に提出され
た。これを受けて地区計画変
更決定手続き開始し地区計
画原案を作成した。

○ 自由が丘南口地区地
区計画の変更につい
て、都市計画を決定
する。

地区整備事
業課

景観資源や
歴史・文化的
資源の保全と
その価値を学
び親しむ機会
の提供

景観法に基づく景観重
要建造物・樹木の指定

継続
（平成18年度～）

景観重要建築物及び樹木
の指定方針の具体化を図
る。

23年度に行った目黒通
り沿道における建築物
及び樹木の調査に基づ
き、保全に向けた考え方
を検討した。

樹木については、保全
に向けた考え方を検討
した。目黒通り沿道約5
キロメートル。

沿道住民からの景観の向上
に資する建築物群や樹木は
保全していきたいとの意見を
基に検討を行った。

○ 景観重要建築物及び
樹木の指定方針の具
体化を図る。

都市計画課

景観資源や
歴史・文化的
資源の保全と
その価値を学
び親しむ機会
の提供

景観計画パンフレット配
布、シンポジウムの開催
などによる区民意識の
啓発

継続
（平成18年度～）

目黒通り沿道住民と共に
とりまとめた沿道景観形
成基準の周知を図る。

目黒通り沿道の景観形
成基準パンフレットを配
布し、周知を行った。

パンフレットの配布約
150枚

目黒通り沿道の景観形成基
準パンフレットを配布し、周知
を行った。

○ 区ホームページ等に
おいて、景観向上の
ための啓発を行う。

都市計画課

景観資源や
歴史・文化的
資源の保全と
その価値を学
び親しむ機会
の提供

文化財及び遺跡調査・
保存

継続
（昭和54年度～）

文化財を良好な状態で保
存するため、調査、指導等
を行う。

立会調査37件
試掘調査10件
整理調査1件
文化財説明板1件
坂標識柱1件

－ 埋蔵文化財本格調査、試掘
調査、立会調査などの実施
により、文化財保存、保護を
行った。また、文化財説明板
等を建てかえ文化財保護意
識の啓発を行った。

○ 埋蔵文化財保護のた
めの立会調査、試掘
調査、本格調査等の
実施
文化財説明板等の設
置

生涯学習課

景観資源や
歴史・文化的
資源の保全と
その価値を学
び親しむ機会
の提供

文化財啓発資料作成 継続
（平成元年度～）

広く区民に対し、区内の文
化財保護意識の普及啓発
を図る。

「めぐろの文化財」「目黒
区文化財マップ」の頒布
「めぐろの文化財」　　56
冊
「目黒区文化財マップ」
249冊

－ 区民の文化財保護に対する
意識の啓発を図った。

○ 現状を維持する。 生涯学習課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

景観資源や
歴史・文化的
資源の保全と
その価値を学
び親しむ機会
の提供

区内文化財めぐり 継続
（昭和40年度～）

区民に、区内の歴史的文
化財に親しむ機会を提供
することにより、文化財に
対する理解と、文化財保
護の意識の高揚を図る。

区内文化財めぐり6回、
163人

－ 区内の文化財保護に対する
意識の啓発を図ることができ
た。

○ 現状を維持する。 生涯学習課

景観資源や
歴史・文化的
資源の保全と
その価値を学
び親しむ機会
の提供

歴史資料館運営 継続
（平成20年度～）

目黒区の歴史と文化に関
する資料を収集、整理・保
管・調査研究し、常設展示
や企画展示で紹介すると
ともに、画像閲覧や学習
相談、講演会・講座など、
各種教育普及事業を実施
する。

【展示】常設展『めぐろの
歴史』、企画展①春の企
画展「地下に眠る目黒
の歴史」、②夏の企画展
「遊ぶ、旅する　江戸・東
京―絵で見る名所、物
見遊山―」、③秋の企画
展「1932目黒区誕生―
和を以て貴しと為す
―」、④冬の企画展
「昔のくらしと道具展－
働く形○(まる)ハッケン
－」
【教育普及】⑤春の企画
展講演会2回、⑥秋の企
画展講演会１回、⑦夏
休みワークショップ「勾
玉づくり」4回、「埴輪づく
り」4回、⑧秋の企画展
関連ワークショップ「碑
文谷公園と耕地整理の
碑をめぐる」、⑨冬の企
画展イべント「足踏みミ
シンを使ってみよう」

－ 各種展示事業、教育普及事
業を通じて、目黒の歴史や文
化に親しむ機会を提供した。

○ 「人、資料、情報」が
結びついた出会いと
発見の展示を目指し、
資料データの蓄積と
公開、常設展の充
実、年4回の企画展
等、魅力ある事業運
営を計画的に実施し
ていく。

生涯学習課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

景観資源や
歴史・文化的
資源の保全と
その価値を学
び親しむ機会
の提供

古民家運営 継続
（昭和59年度～）

区指定建造物の「古民家」
を公開し、年中行事を再
現する。体験学習事業を
通して日本の伝統文化を
学び、継承する機会を提
供する。

【年中行事】＜五月人
形･鯉幟飾り、七夕飾り、
お月見、煤払い、正月飾
り、雛人形飾り＞、【体
験学習会等】＜七夕飾り
の製作、七夕のお話会、
お月見のお話会＞、【東
京文化財ウィーク2012
参加事業】『東京9区　文
化財古民家めぐり』を合
同で開催し、9区の「古
民家」資料や解説会日
程・共通資料を常置し
て、古民家めぐりを積極
的に案内したほか、目
黒区民を対象にした「目
黒区古民家･めぐろ歴史
資料館解説会」や世田
谷区との合同解説会「古
民家の屋根｣を実施し
た。また、9区合同行事
として実施する「来て見
て発見！はじめよう古民
家めぐりパネル展」、古
民家講座「古民家の魅
力伝えます」、｢来て見て
発見！はじめよう古民
家めぐり古民家探検解
説会｣に参加協力した。

－ 伝統文化を学び継承する機
会を提供した。

○ 年中行事の再現は現
状を維持する。東京9
区の古民家めぐりも
合同で開催予定。

生涯学習課

景観に配慮し
た公共施設
（公共空間）
の整備

駒場公園の文化財保
存・修復整備

継続
（平成21年度～）

和館等保存修復工事実施
設計
庭園等保存修復工事

和館等保存修復工事実
施設計
庭園等保存修復工事

和館等保存修復工事実
施設計
庭園等保存修復工事

和館等保存修復工事実施設
計
庭園等保存修復工事

○ － みどりと公園
課

景観に配慮し
た公共施設
（公共空間）
の整備

【再】公園・緑道等の整
備

継続
（昭和25年度～）

－ 129ヶ所（うち緑道10路
線）
（373,011.74㎡）

公園
1件
児童遊園
1件

目黒天空庭園整備
向原町児童遊園拡張整備

△ － みどりと公園
課

景観に配慮し
た公共施設
（公共空間）
の整備

みどりの散歩道整備 継続
（昭和57年度～）

－ 9コ-ス 0件 現状確保 ○ 継続実施 みどりと公園
課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

ごみ減量・も
のを大切にす
るライフスタイ
ルの普及啓
発

めぐろ買い物ルールの
展開

継続
（平成17年度～）

平成18年3月ルール策定
「めぐろ買い物ルールを広
める会」（任意の組織）を
中心にＰＲしていく。

「買い物ルールを広める
会」のブログを運営。買
い物ルール参加店とし
て26店舗登録。

めぐろ買い物ルールの
認知度は43.3％（平成24
年6月実施の「環境に関
するアンケート調査」よ
り）

エコまつりめぐろ2012などの
イベントで、めぐろ買い物
ルールソング「ごみごみあ！
ミーゴ」のDVDの上映、買い
物ルール参加店マップの掲
示をし、区民への周知を図っ
た。

○ 「めぐろ買い物ルー
ル」は区の発生抑制
策のひとつであるた
め、引き続き広める会
を中心に、買い物
ルールの普及を図
る。
平成24年度から3年
間はイベント等を休止
とし、区報や区ホーム
ページ等により買い物
ルールのＰＲを行う。

清掃リサイク
ル課

ごみ減量・も
のを大切にす
るライフスタイ
ルの普及啓
発

3R推進キャンペーン 継続
（平成14年度～）

ごみゼロの日（5/30）から
ごみと資源の分別徹底
キャンペ-ンの実施。
簡易包装・スマ-トショッピ
ングキャンペ-ンの実施。
ごみを出さない、増やさな
いライフスタイルへのきっ
かけとする。

《分別徹底キャンペーン
（5/30～6/30）》総合庁
舎でのパネル展示。
《簡易包装・スマート
ショッピングキャンペー
ン10/1～10/31》、エコラ
イフめぐろ推進協会主催
のコンテストの作品のパ
ネル展示の実施。
懸垂幕掲示2回。

リフォームファッション＆
オンリーワンバッグコン
テスト（エコライフめぐろ
推進協会主催）の表彰
作品ＰＲ　26人（うち子ど
も11人）

住民や事業者が企画・参画
することにより、地域に密着
した啓発活動を行い、資源・
ごみに対する意識を高めた。
リフォームファッション＆オン
リーワンバッグコンテストにつ
いては誰もが発想しやすい
身近なコンテスト形式への工
夫を受けて作品展示を行っ
た。

○ 引き続き、3Ｒ推進や
発生抑制策（マイバッ
グ・めぐろ買い物ルー
ルなど）の取組みを実
施していく。
平成24年度から3年
間はイベント等を休止
としているため大掛か
りなキャンペーンは行
えないが、区報や区
ホームページ等により
ＰＲを行う。

清掃リサイク
ル課

ごみ減量・も
のを大切にす
るライフスタイ
ルの普及啓
発

啓発冊子・パンフレットの
発行

継続
（昭和60年度～）

区民・事業者がごみ減量
やリサイクル推進の必要
性を理解し、社会経済活
動や生活様式を見直すよ
う意識啓発を図る。また、
子どもや転入者にごみの
分別方法の情報を提供す
る。

「資源とごみ　分け方･出
し方」等、のチラシ、リー
フレット、ポスターの作成
により継続的な啓発活
動を実施した。また、「資
源とごみの分け方出し
方」の充実版、子ども向
け（低学年用）パンフレッ
トを作成した。

転入者等用リ-フレット
30,000部
転入者等用冊子
30,000部
子ども向けパンフレット
（低学年用）　2,000部
子ども向けパンフレット
（４年生用） 　2,000部
適正排出Ａ３ポスター
2,000部

区ホームページ・ポスター・チ
ラシなどの情報発信により分
別徹底について“資源とごみ
のゆくえ”などの情報提供
で、より深い情報の周知を
図った。

○ 3Ｒ事業の推進や分別
徹底についてチラシ・
リーフレットなど、さま
ざまな媒体を利用して
情報提供を行う。

清掃リサイク
ル課

ごみ減量・も
のを大切にす
るライフスタイ
ルの普及啓
発

区ホームページへの情
報の掲載

継続 ごみの分別方法やキャン
ペーン、ごみの年間収集
量など多様な情報を発信
することにより普及啓発を
図る。

3R推進キャンペーン、災
害廃棄物処理の情報な
ど発信した。

発信数64回（情報発信・
お知らせ・内容更新等）
を行った

3R推進や分別徹底に伴う情
報提供や内容の見直し等に
より平均月4回の情報提供を
行った。また、古紙の一元化
に伴う内容見直しや、災害廃
棄物処理の情報発信など積
極的に活用した。

○ 引き続き、分別の徹
底や区民の知りたい
情報提供を図るため、
区ホームページのわ
かりやすい画面展開
での情報発信を行っ
ていく。

清掃リサイク
ル課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

ごみ減量・も
のを大切にす
るライフスタイ
ルの普及啓
発

エコプラザを拠点とする
情報発信・環境活動へ
の支援

継続
リサイクルショップ、シ
ルバーアトリエ(平成5
年度～）
その他（平成7年度
～）

目黒・平町エコプラザの
PRを強化し、エコプラザ利
用の増進を図る。

リサイクルショップ、シル
バーアトリエの運営によ
り不用物品の有効活用
を促進した。

リサイクルショップ
(小物類：受付58,051点、
販売51,353点）
シルバーアトリエ
(家具：受付1,132点、販
売1,150点）
不用品情報登録433件
不用品あっせん成立118
件

リサイクルショップの来客数
は、年々順調に伸びている。
しかし、シルバーアトリエの
販売件数が減少しているた
め、今後はシルバーアトリエ
を含めたPRを積極的に行う
必要性がある。

○ 不用品のリサイクル
等について、協会ホー
ムページの内容の充
実を図り、PRを強化
する。

環境保全課

家庭ごみの
減量

家庭ごみ有料化などの
ごみ減量手法の調査研
究

継続
（平成12年度～）

引き続き、他区や他自治
体等の情報収集を行う。

他区や他自治体等の情
報収集を行った。

－ 情報収集などを継続して行
い、有料化の議論に備える。

○ 引き続き、他区や他
自治体等の情報収集
を行う。

清掃リサイク
ル課

事業ごみの
減量

事業用大規模建築物の
排出指導

継続
（平成12年度～）

大規模建築物の排出指導
を引き続き行っていく。
大規模排出指導を50回程
度実施する。

大規模排出指導を21回
実施した。

－ 大規模建築物に対する立入
り検査を行うことにより、大規
模事業系廃棄物の減量に関
する啓発ができた。

○ 大規模建築物の排出
指導を行っていく。
大規模排出指導を実
施する。

清掃事務所

資源回収の
推進

びん・缶・ペットボトル・プ
ラスチック製容器包装の
分別回収事業

継続
（平成18年度～）

区内全区で4品目（びん・
缶・ペット・プラスチック製
容器包装）の分別回収事
業を実施する。

区内全区で4品目（び
ん・缶・ペット・プラスチッ
ク製容器包装）の分別
回収事業を通年実施し
た。

びん　3,022t
缶　873t
ペットボトル　949ｔ
容リプラ　1,807t

平成20年10月以前に比べ、
燃やさないごみは大幅に減
少し、資源は増加した。
分別回収事業は、順調に推
移し概ね定着してきている。

○ 資源を更に適正に分
別してもらえるように、
引き続きＰＲに努め
る。

清掃リサイク
ル課

資源回収の
推進

古紙の資源回収事業 継続
（平成12年度～）

古紙の資源回収を実施し
ていく。

事業系古紙及び高齢者
の訪問収集等を実施し
た。

古紙414t 平成24年3月から古紙の集
団回収一元化事業を完全実
施したことにより、行政による
回収量は減少している。

○ 事業系古紙及び高齢
者の訪問収集等を実
施する。

清掃リサイク
ル課

資源回収の
推進

ペットボトル等の拠点回
収事業

継続
（平成12年度～）

参加加盟店の協力を得
て、ペットボトルの店頭回
収を行う。

区内全域でペットボトル
の店頭回収を通年実施
した。

参加店舗等　130ヶ所
回収量　80ｔ

ペットボトルの店頭回収は定
着している。

○ 東京ルールⅢ（ペット
ボトルの店頭回収）廃
止への対応を検討す
る。

清掃リサイク
ル課

資源回収の
推進

集団回収の支援事業 継続
（平成4年度～）

集団回収参加拡大を進め
るとともに、実施団体への
支援を行う。

集団回収参加拡大を進
め、集団回収一元化に
完全移行して、実施団
体への支援を行った。

集団回収実施団体数
254団体
回収量　13,823t

町会・自治会等の集団回収
一元化を実施し、集団回収で
回収されるようになった。

○ 引き続き回収に関す
る啓発を行うととも
に、資源回収がス
ムーズに行われるよう
回収業者への指導な
ど側面的な支援を
行っていく。

清掃リサイク
ル課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

リユース・リサ
イクル文化の
提唱と発信

フリーマーケットの開催、
地域(目黒）環境ルール
の啓発普及

継続
（平成7年度～）

「もったいない」意識の向
上と環境への理解を深め
る。

フリーマーケットでは、各
家庭に眠っている不用
品が有効利用される場
の提供、ガレージセール
では不用品がエコライフ
めぐろ推進協会に寄付
されたことで有効活用が
図られ、ごみ減量の効
果があった。

フリーマーケット　1回開
催　出店者46名
ガレージセール3回開催
来客数延550名

フリーマーケットは、開催時
期に再考の必要があるもの
の盛況だった。ガレージセー
ルは、予定回数に加え、ミニ
版を増設した。特に平町エコ
プラザでの開催には地域か
らの評価が高かった。

○ フリーマーケット１回
開催
ガレージセール：目
黒・平町エコプラザで
各１回開催、ミニ・ガ
レージセール開催随
時

環境保全課

安全・適正な
ごみの収集と
処理

ごみ収集作業 継続
（平成17年度～）

平成17年度のごみ量
（64,866t）を平成28年度ま
でに35％削減する。
（算定方法が変わったた
め持込ごみ量は除く）

平成24年度のごみ量
54,688t

ごみ量　　▲15.7％ 15.7％のごみ量削減ができ
た。

○ 引き続き、削減目標
達成に努める。

清掃リサイク
ル課

安全・適正な
ごみの収集と
処理

事業系有料ごみ処理券
の販売

継続
（平成12年度～）

23区共有システムである
「ごみ処理券管理システ
ム」により、有料ごみ処理
券の印刷･配送･販売体制
の効率的な運用を行う。
また、円滑かつ確実に事
務処理が進められるよう
公募店への立入検査を実
施する。

有料ごみ処理券取扱公
募店82店舗中、27店舗
に立入検査を実施し、ご
み処理券の在庫数や帳
簿等の確認・指導を実
施した。

平成24年度有料ごみ処
理券交付数
70ﾘｯﾄﾙ券 5,504セット
45ﾘｯﾄﾙ券 30,322セット
20ﾘｯﾄﾙ券 7,057セット
10ﾘｯﾄﾙ券 5,408セット

有料ごみ処理券の印刷･配
送･販売体制の効率的な運
用を行った。
27店舗に対し、立ち入り調査
を実施した。

○ 引き続き、有料ごみ処
理券の印刷･配送･販
売体制の効率的な運
用を行う。
また、平成25年10月
の手数料改定に向
け、円滑な移行が出
来るよう準備を進めて
いく。

清掃リサイク
ル課

安全・適正な
ごみの収集と
処理

一般廃棄物処理業の許
可と指導

継続（平成18年度～） 一般廃棄物処理業者に対
して、法令等を遵守するよ
う指導する。

一般廃棄物処理業者に
対して、法令等を遵守す
るよう指導する。許可事
務担当者会等に出席し
て、共通認識を持ちなが
ら23区課題に取り組ん
だ。

平成24年度受付件数
 新規・更新申請等115
件、その他の届出545
件。

必要な立入検査を第３ブロッ
クで分担して、適正に実施し
た。
23区共同で、許可証の一斉
交付式、更新講習会、能力
認定試験等を実施した。

○ 一般廃棄物処理業許
可に係る申請窓口を
清掃協議会へ移管
し、申請の審査は行
わなくなったが、業者
への立入検査は引続
き区が行うこととなっ
た。業者への立入検
査を積極的に行い、
指導を推進する。

清掃リサイク
ル課

安全・適正な
ごみの収集と
処理

廃棄物関連の法制度に
関する情報提供等

継続
（平成7年度～）

区報・チラシ・区ホーム
ページ等による情報提供
促進を図る。

簡易包装・マイバッグ
キャンペーンへの販売
事業者の参加呼びか
け、キャンペーンポス
ター等の掲示。

－ 引き続き、簡易包装マイバッ
グキャンペーンの趣旨に賛
同する事業者の参加促進を
図った。

○ 区報・チラシ・区ホー
ムペ-ジ等による情報
提供の促進を図る。

清掃リサイク
ル課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

安全・適正な
ごみの収集と
処理

適正処理困難物等に関
する情報提供

継続
（平成12年度～）

有害物質を含む廃棄物の
適正処理についての情報
を提供する。

「資源とごみの正しい分
け方・出し方」等のパン
フレットやめぐろ区報、ホ
-ムペ-ジにより情報提
供した。

水銀等の適正処理困難
物等やスプレー缶・ライ
ター等の収集危険物に
ついても、パンフレットや
ホ-ムペ-ジにより情報
提供した。

正しい分別方法の徹底を図
り周知した。（火気・危険物及
び不法投棄に係る適正排出
の情報提供を含む）

○ 引き続き、区報･チラ
シ・ホ-ムペ-ジなどに
よる情報提供を行う。

清掃リサイク
ル課

安全・適正な
ごみの収集と
処理

廃棄物関連の法制度の
改正要望

継続
（平成7年度～）

環境に配慮した製品・流
通に関する情報を提供す
る。

学習会等あらゆる機会
を利用して、環境に配慮
した製品・流通に関する
情報を提供した。

－ 環境に配慮した製品・流通に
関する情報を提供し、買い物
の段階から意識する契機と
なった。

○ 区報・チラシ・区ホー
ムページなどを活用
し、情報提供を行って
いく。

清掃リサイク
ル課

安全・適正な
ごみの収集と
処理

拡大生産者責任の視点
に立った容器包装リサイ
クル法などへの対応

継続
（平成12年度～）

時機をとらえて法律制度
の見直しを要請する。

平成18年6月に改正され
た容器包装リサイクル
法の趣旨に即して、ペッ
トボトル及びプラ製容器
包装等を指定法人ルー
トに引渡して再商品化を
図った。

拡大生産者責任の原則
に則って特定事業者の
役割分担をより大きくす
るよう、平成24年に特別
区長会として国へ要望し
た。また、平成26年度の
国の施策に反映するた
めに、全国市長会経由
で要望を出すよう、特別
区長会に要請した。

拡大生産者責任の考え方に
基づいて、今後も資源の回
収・再商品化方法を選択して
いくことが適当である。

○ 引き続き情報収集や
区民意見の把握に努
めながら、社会全体で
の環境負荷の低減や
効率化を目指した法
制度の改正を要望す
る。

清掃リサイク
ル課

ごみの分別
ルールの徹
底

ふれあい指導（排出指
導）

継続
（平成12年度～）

集積所の個別改善指導等
を行う。
小学校等において環境学
習を開催する。

集積所の個別改善指導
等は、回収の都度、必
要に応じて実施した。ま
た、集積所に排出する
事業者の状況調査を実
施した。
区内の小学校等におい
て、ごみ処理の流れや
分別に関する環境学習
を26箇所で開催した。

－ 区民・事業者と対話しながら
集積所の改善指導等を行
い、分別等の徹底を呼びか
けることができた。
環境学習を通して児童等に
ごみ処理の流れや分別に関
する関心を高め理解を深め
ることができた。

○ 集積所の個別改善指
導等を行いながら、事
業者の適正排出指導
も行っていく。
小学校等において環
境学習を開催する。

清掃リサイク
ル課

ごみの分別
ルールの徹
底

不法投棄の防止 継続
（平成12年度～）

住民からの通報等により
不法投棄に対する警告ポ
スターを集積所に掲示す
るなど、積極的な予防に
努める。

住民からの通報等によ
り不法投棄に対する警
告ポスターを集積所等
に掲示するなど、積極的
な予防に努めた。

－ 啓発や予防策を行うことによ
り、不法投棄の防止策に努
めることができた。

○ 住民からの通報等に
より不法投棄に対す
る警告ポスタ-を集積
所に掲示するなど、積
極的な予防に努め
る。

清掃リサイク
ル課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

温室効果ガス
の排出抑制
等の総合的・
計画的施策
の推進

地球温暖化対策地域推
進計画の改定

継続
（平成18年度～）

平成18年12月に立ち上げ
た区民団体、区内大規模
事業者、運輸関係事業
所、学校、官公署等幅広
い分野の代表で構成する
「目黒区地球温暖化対策
地域協議会」において、温
室効果ガスの排出の抑制
を目的とした「地球温暖化
対策地域推進計画」を推
進する。

「目黒区地球温暖化対
策地域推進計画」は、計
画期間を平成20年度～
平成24年度と定めてい
るが、平成25年度まで
延伸する。

温室効果ガスの排出量
については、算定に用
いる数値等が出揃うの
に時間がかかるため、
達成状況の確認ができ
るまでに2～3年の時間
を要する。

太陽光発電システム等の設
置費助成事業などを実施し、
温室効果ガス排出の削減と
区民への啓発に努めた。

○ 国のエネルギー政策
や地球温暖化対策の
動向等を見据えなが
ら、「目黒区地球温暖
化対策地域推進計
画」の改定について、
平成25年度に検討し
ていく。

環境保全課

省エネ行動の
提案・推進

夏季における軽装化 継続
（平成17年度～）

取組みの目的等につい
て、区報や区ホームペー
ジにより区民に周知して
協力を求める。

平成24年度について
は、節電対策の一環とし
て、5/15～10/31に取組
期間を拡大した「節電ビ
ズ」として実施した。

－ 室内温度を28度に設定し、
軽装化で仕事を行うことによ
り、区施設の電力消費を抑え
ることができた。

○ 継続実施
なお、平成25年度に
ついても、節電対策の
一環として、5/1～
10/31に取組期間を
拡大した「節電ビズ」
として実施する。

環境保全課

省エネ行動の
提案・推進

普及版めぐろグリーンア
クションプログラム

継続
（平成16年度～）

「普及版めぐろグリ-ンアク
ションプログラム」を普及さ
せることにより、世帯単位
での環境配慮への取組み
を進める。
参加件数40件
修了件数20件

参加件数
164件
修了件数
30件

参加件数
164件
修了件数
30件

参加件数が増えて、3ｒｄス
テージまでの修了者も増加し
た。

○ 参加者が取り組みや
すく、継続しやすい、
「普及版めぐろグリ-ン
アクションプログラム」
の普及に努める。

環境保全課

省エネ行動の
提案・推進

省エネナビモニター事業 継続
（平成20年度～）

家庭用電力使用量測定器
のモニターを募集すること
で、家庭での省エネ行動
を推進する。

11月から6ヶ月のモニ
ター期間を全員終了し
た。

5世帯 省エネ家電の普及により家
庭での省エネ意識が向上し
ているため、電力消費の確
認に留まる測定器でのモニ
ター応募は少ない。

○ 事業所を兼用しない
30世帯を予定

環境保全課

省エネ行動の
提案・推進

昔ながらのエコ暮らし体
験等生活スタイル見直し
講座の開催
「江戸の暮らしから学
ぶ、エコ生活活用術」

継続
（平成22年度～）
※平成23年度は実施
せず

江戸の暮らしを現代と比
較しながら今に通ずる省
エネに生活を学ぶ。

連続講座3回開催 延110名参加 エコライフのお手本として江
戸時代の衣食住を学ぶ講座
内容が好評。

× 特に江戸をテーマにし
ない内容で、衣食住
から省エネを取り上げ
る。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

家庭への再
生可能エネル
ギー・省エネ
ルギー機器
普及および導
入

住宅用新エネルギー及
び省エネルギー機器導
入支援の検討

継続
（平成21年度～）

太陽光発電システムに換
算して96件

区報やホ-ムペ-ジ等で
周知を図り、申請件数
は、太陽光発電システ
ム129件、CO2冷媒ヒ-ポ

ンプ給湯器10件、潜熱
回収型給湯器152件とな
り、助成件数を超えた場
合は抽選により決定し
た。

助成件数：太陽光発電
システム79件、CO2冷媒

ヒ-ポンプ給湯器10件、
潜熱回収型給湯器54件
（太陽光発電システムに
換算して91件）

太陽光発電システムと潜熱
回収型給湯器が抽選となり、
再生可能エネルギーの普及
に努めた。

○ 実施計画事業として
継続実施

環境保全課

公共交通等
の利用促進

公共交通機関の利用促
進

継続
（平成20年度～）

－ 目黒区地球温暖化対策
地域推進計画概要版の
配付などにより、意識啓
発を図った。

－ 今後も継続的に周知活動を
行っていく必要がある。

○ 継続実施 環境保全課

エコドライブ
の普及促進

環境に配慮した運転の
啓発

継続
（平成20年度～）

－ 目黒区地球温暖化対策
地域推進計画概要版の
配布により、意識啓発を
図った。エコドライブ教
習会を1期（2回）開催し
た。

－ エコドライブ教習会参加者の
平均燃費改善率は14.98％
で、参加者の好評を得た。

○ エコドライブ教習会を1
期（2回）開催する。

環境保全課

【再掲】温室
効果ガスの排
出抑制等の
総合的・計画
的施策の推
進

地球温暖化対策地域推
進計画の改定

継続
（平成18年度～）

平成18年12月に立ち上げ
た区民団体、区内大規模
事業者、運輸関係事業
所、学校、官公署等幅広
い分野の代表で構成する
「目黒区地球温暖化対策
地域協議会」において、温
室効果ガスの排出の抑制
を目的とした「地球温暖化
対策地域推進計画」を推
進する。

「目黒区地球温暖化対
策地域推進計画」は、計
画期間を平成20年度～
平成24年度と定めてい
るが、平成25年度まで
延伸する。

温室効果ガスの排出量
については、算定に用
いる数値等が出揃うの
に時間がかかるため、
達成状況の確認ができ
るまでに2～3年の時間
を要する。

太陽光発電システム等の設
置費助成事業などを実施し、
温室効果ガス排出の削減と
区民への啓発に努めた。

○ 国のエネルギー政策
や地球温暖化対策の
動向等を見据えなが
ら、「目黒区地球温暖
化対策地域推進計
画」の改定について、
平成25年度に検討し
ていく。

環境保全課

【再掲】温室
効果ガスの排
出抑制等の
総合的・計画
的施策の推
進

地球温暖化対策推進実
行計画の推進

継続
（平成21年度～）

区の事務事業に伴って排
出される温室効果ガスの
排出量を平成17年度を基
準として平成25年度にお
いて6％以上削減

推進会議や専門部会に
おいて取り組みを検討
し、めぐろエコ・プランを
推進した。

平成24年度の総排出量
は、19,248t-CO2であり、

対前年費で＋2.0％、対
基準年度で-10.7％で
あった。

節電対策をはじめ、省エネ・
省資源活動に取り組んだ。

○ 国のエネルギー政策
や地球温暖化対策の
動向等を見据えなが
ら、「目黒区地球温暖
化対策推進実行計
画」を改定する。

環境保全課

商店街の環
境配慮行動
支援

街路灯のLED化 継続
（平成22年度～）

8団体 7団体 7団体 使用電力量の低減になっ
た。

○ 街路灯LED化 産業経済・消
費生活課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

商店街の環
境配慮行動
支援

環境への負荷の少ない
商品の購入

継続
（平成20年度～）

－ 目黒区地球温暖化対策
地域推進計画概要版の
配付などにより、意識啓
発を図った。

－ 今後も継続的に周知活動を
行っていく必要がある。

○ 継続実施 環境保全課

商店街の環
境配慮行動
支援

新・元気を出せ商店街事
業補助金（イベント事業）

継続
（平成15年度～）

2団体 2団体 2団体 来街者に対して環境配慮の
大切さや取組み方法を啓発
できた。

× 開始から10年経過し、
定着傾向にあること、
ほか予算上の理由か
ら25年度は廃止。

産業経済・消
費生活課

事業所への
再生可能エネ
ルギー・省エ
ネルギー普
及の仕組み
づくり

めぐろグリーンアクション
プログラム（事業所版)

継続
（平成16年度～）

認定件数5件
認定会2回

新規認定件数1件
中間報告件数15件
認定会2回

－ 新規参加件数は1件にとどま
り、参加事業所の大幅な増
加には至らなかった。プログ
ラムの変更により、参加事業
所の増加を図る。

○ 変更したプログラムに
より継続実施

環境保全課

公共施設の
低炭素化の
推進

エコスクール（外断熱・太
陽光発電・雨水利用シス
テム等の導入）

継続
（平成19年度～）

賃貸借契約が満了する冷
暖房機を高効率の機種に
入替える。

高効率ガス空調設備導
入促進事業費補助金を
活用して、ガスヒートポ
ンプ冷暖房機に入替え
た。

24年度
冷暖房機
30校134台

光熱水費節減とCO2排出量

削減に寄与した。

○ 学校施設の改築や大
規模改修の予定は無
い。

学校施設計
画課

公共施設の
低炭素化の
推進

街路灯のＬＥＤ化 平成21年度～（平成
19年度～実験開始）

600灯設置 － 814灯設置 目標を達成した。 ○ 街路灯の交換時期に
合わせて順次LED化
を進める。

土木工事課

環境にやさし
い自動車の
普及促進

中小企業者向け低公害
車買換え資金融資あっ
せん

継続
（平成17年度～）

－ 申請なし － 今後も継続的に周知していく
必要がある。

○ 継続実施 産業経済・消
費生活課

ヒートアイラン
ド対策として
の緑化の推
進

豊かな芝生校庭の維持
継続

継続
（平成16年度～）

烏森小学校校庭(1,500㎡）
及び下目黒小学校校庭
(1,700㎡）の芝生の維持管
理を行う。

烏森小学校校庭(1,500
㎡）及び下目黒小学校
校庭(1,700㎡）の芝生の
維持管理を行った。

－ 校庭芝生の維持管理を行
い、ヒートアイランド対策に寄
与した。

○ 烏森小学校校庭
(1,500㎡）及び下目黒
小学校校庭(1,700㎡）
の芝生の維持管理を
行う。

学校施設計
画課

ヒートアイラン
ド対策として
の緑化の推
進

【再掲】公共施設の緑化 継続 継続実施 区営清水町アパート・向
原町児童遊園・目黒天
空庭園・オーパス夢ひろ
ば・緑が丘駐輪場

地上5,108.91㎡屋上
155.01㎡

公共施設の緑化が推進でき
た。

○ 継続実施 みどりと公園
課

ヒートアイラン
ド対策として
の緑化の推
進

【再掲】みどりのまちなみ
助成

継続 継続実施 接道　9,942.46ｍ
屋上　4,350.12㎡
壁面　449.07㎡

接道　173.77ｍ
屋上　176.76㎡
壁面　    3.14㎡

確実な緑化が進んだ。 ○ 継続実施 みどりと公園
課

ヒートアイラン
ド対策として
の緑化の推
進

【再掲】保存樹木等の指
定

継続（平成24年度より
新規指定は休止）

継続実施 樹木　560本
樹林　　26件
生垣　　67件

樹木0件（新規指定）
樹林0件
生垣0件

新規指定休止と解除のた
め、総本数は減となった。

○ 新規指定については
休止

みどりと公園
課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

人工排熱の
低減

ヒートアイランド対策へ
の取組み

継続
（平成17年度～）

打ち水について、区報や
区ホームページにより区
民に周知して協力を求め
る。

打ち水について、区報や
区ホームページ、啓発
冊子により区民に周知し
た。

－ 地球温暖化対策の啓発冊子
においても、打ち水について
取り上げ、啓発した。

○ 継続実施 環境保全課

保水性舗装・
遮熱性舗装
の整備

保水性舗装の整備(目黒
本町)、保水性舗装の整
備(目黒川沿い)

継続
（平成19年度～）

緊急財政対策に係る事務
事業の見直しみより、事業
の延期

－ － － ○ 保水性舗装　500㎡ 土木工事課

環境学習推
進方針の作
成

環境学習推進方針の作
成

継続 温暖化防止 めぐろグリーンアクション
プログラムを促進して、
家庭からの二酸化炭素
を減少させた。

－ めぐろグリーンアクションプロ
グラムを促進して、二酸化炭
素の減少を図る。

○ 引き続き継続してい
く。

環境保全課

環境学習機
会の提供

環境講演会 休止 － － － － △ 平成24年度から3年
間休止

環境保全課

環境学習機
会の提供

①環境講演会
②環境教養講座（3回）
③自然観察とアウトドア・
クッキング
④子育てママのエコ入門
講座（4回）

①平成7年度からほ
ぼ毎年開催
②平成24年度～
③平成18年度～
④平成21年度～

大人から子供までを視野
においた啓発活動をより
身近なテーマで行う。

楽しみながら、エコライフ
を学ぶことができた。

①40名
②延98名
③親子24名、外部スタッ
フ15名
④延59名の親子

楽しみながら、グローバルな
視点で考えたり生活をよりエ
コなものに昇華する術を学ん
だりと多角的に行い、好評
だった。

○ 継続 環境保全課

環境学習機
会の提供

月間事業（環境月間、温
暖化防止月間）

継続
（平成14年度～）

「環境月間」「温暖化対策
月間」を周知するととも
に、区民一人ひとりが身
近な地域環境から考える
きっかけとなるような行事
を実施する。（環境パネル
展など）

【環境パネル展】6/12～
6/21総合庁舎西口ロ
ビーにて「節電とエコドラ
イブ」のパネルを中心に
展示と区報による周知。
【温暖化防止月間】区報
にて周知する

－ 月間事業として、「環境パネ
ル展」や区報を中心に啓発を
行い、節電やエコドライブな
ど省エネに関して区民の意
識を高めることができた。

○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課

環境学習機
会の提供

ふぇすた環境in目黒 休止 － － － － △ 平成24年度から3年
間休止

環境保全課

環境学習機
会の提供

夏の子どもエコフェスタ 休止 － － － － △ 平成24年度から3年
間休止

環境保全課

環境学習機
会の提供

消費生活講座 継続
(開設当初から）

消費生活講座のなかで環
境問題について考え、区
民の環境に配慮した消費
生活の意識を高める。

消費生活講座のなかで
環境問題について考
え、区民の環境に配慮し
た消費生活の意識を高
めた。

3講座
延べ79人参加

環境問題専門でない消費生
活講座のなかで、環境問題
を取り入れることで、環境問
題の日常性を伝えることがで
きた。

○ さらに消費生活講座
のなかで環境問題に
ついて考え、区民の
環境に配慮した消費
生活の意識を高め
る。

産業経済・消
費生活課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

環境学習機
会の提供

消費生活展 継続
（昭和49年度～）

環境に配慮した消費生活
を意識させる契機となるこ
とを目的とする。

環境に配慮した消費生
活を意識させる契機とな
ることを目的とした。

消費生活展延べ6,040人 準備段階で用品調達、環境
問題に関するパネル展示、リ
サイクル工作など環境に配
慮した消費生活展を11月23･
24日に開催した。

○ 環境に配慮した消費
生活展を企画中。11
月9･10日開催予定

産業経済・消
費生活課

環境学習機
会の提供

社会教育講座 継続 社会教育として取り組む
べき課題は多岐にわたる
ため、他の課題とのバラン
スを考慮して事業を実施
する。

他の課題を取り上げた
ため、環境教育は実施
しなかった。

－ － ○ 社会教育として取り組
むべき課題は多岐に
わたるため、他の課
題とのバランスを考慮
して事業を実施する。
緊急財政対策により、
社会教育講座数を半
減したため、実施は困
難だが、廃止するもの
ではない。

生涯学習課

環境学習機
会の提供

【再掲】普及版めぐろグ
リーンアクションプログラ
ム

継続
（平成16年度～）

「普及版めぐろグリ-ンアク
ションプログラム」を普及さ
せることにより、世帯単位
での環境配慮への取組み
を進める。
参加件数40件
修了件数20件

参加件数
164件
修了件数
30件

参加件数
164件
修了件数
30件

参加件数が増えて、3ｒｄス
テージまでの修了者も増加し
た。

○ 参加者が取り組みや
すく、継続しやすい、
「普及版めぐろグリ-ン
アクションプログラム」
の普及に努める。

環境保全課

学校等におけ
る環境学習
の推進

学校版めぐろグリーンア
クションプログラムの推
進

継続
（平成17年度～）

区立小中学校全32校で継
続運用

これまで表彰されていな
い学校を訪問しアドバイ
スを行った。また、全校
の実地審査を行い、優
れた活動を行った学校
に対し表彰を行った。

100% 取組みは定着したが、さらに
活動が充実するよう啓発を
行っていく。

○ 小学校全校を訪問し、
啓発活動を行う。

学校運営課

自主的な環
境学習の支
援

小中学生等の受入 継続 区民等が自主的に行う環
境学習・環境活動への支
援

0回 0回 実績なし ○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課

自主的な環
境学習の支
援

堆肥化関連事業 継続
（平成18年度～）

「みどり・公園」分野で環境
学習施設において生ごみ
の堆肥化を促進する。

利用回数
100回

利用回数
95回

前年と比較して、利用回数が
増え区民の活動が定着して
きている

○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課

自主的な環
境学習の支
援

出前授業 継続 区民等が自主的に行う環
境学習・環境活動への支
援

0回 0回 実績なし ○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

自主的な環
境学習の支
援

環境測定機器・環境啓
発用品の貸出し

継続 区民が学校・町会地域な
どの活動で環境啓発に利
用できる用品や、身近な
環境を測定できる簡易な
環境測定機器等の貸出し
をする。

騒音計10回 騒音計10回 全体的に前年と比較して貸
出し件数が減少した。

○ 今後も環境啓発及び
環境測定について、
区民が利用する機器
の貸出しを実施してい
く。

環境保全課

エコプラザを
活用した環境
学習

エコプラザを活用した環
境学習（講座・講習会の
開催、地域団体、事業
者、学校等との協働事業
ほか）

継続
（平成7年度～）

環境教育・学習を推進す
るため、多くの参加者が得
られる講座・講習会を、環
境活動団体、事業者等と
協働し企画・運営する。

各種講座・講習会を開
催した（詳細は達成数値
に掲載）。

講座・講習会延64講座
延1,725名。
学んで育てる「緑のカ-
テン」延87名。区施設
13ヶ所。オンリーワン
バッグを作る延206名。
リフォームファッションコ
ンテスト26作品。修理コ
ツコツ講座　延125名。
キッズあつまれ！エコひ
ろば　延376名。打ち水
大作戦延74名。何でも
つくり隊☆火曜日延506
名。何でもつくり隊☆木
曜日延714名。
おもちゃの病院　延59
件。作ってみよう布ぞう
り延21名。手作りうちわ
20名。環ナビ ステップ
アッブ講座23名。

環境に配慮した生活を提案
するために、身近な体験を通
して楽しく学べる講座・講習
会を事業者、環境活動団体
と協働で企画運営し、両エコ
プラザを会場として開催し
た。

○ 引き続き、エコライフ
に関する講座・講習会
(特に省エネ・ごみ減
量・生物多様性保護
に力を入れる）を開催
するとともに、エコプラ
ザの活動室・工房を
活用して、活動団体
が定例で開催するリ
ユース講座や包丁研
ぎ講座、おもちゃの病
院等のリペア事業の
開催を定着させてい
く。

環境保全課

環境情報の
一元化

環境報告書の作成・配
布

継続
（平成13年度～）

環境保全施策の総合的か
つ計画的な推進に資する
ため、平成23年度の環境
の状況、環境保全施策の
実施状況及び評価等を明
らかにした環境報告書を
作成し、広く区民に公表す
る。

平成19年7月改定の環
境基本計画の体系に基
づき、平成23年度に実
施した環境施策の状況
及び評価を明らかにした
環境報告書（本編・資料
編・概要版）を作成した。

本編：300部発行
概要版：７00部発行
本編、資料編、概要版：
区ホームページに掲載

最新の環境情報を掲載し、
写真や表を多く取り入れ読み
やすさに配慮した。区民向け
の概要版を区内の複数の施
設で配布した。また本編・資
料編・概要版ともに区ホーム
ページに掲載し、より多くの
区民に情報を提供することが
できた。

○ 平成24年3月改定の
環境基本計画の体系
に基づいた環境報告
書（本編、概要版）を
作成する。本編と資料
編を合わせ、より分か
りやすい構成・表現に
努める。

環境保全課

環境情報の
一元化

区ホームページへの環
境情報の掲載

継続 積極的な情報提供に努め
る。

環境保全関係事業や各
報告書などについて情
報を掲載した。

区ホームページ更新回
数（作成含む）33回

区の環境関連情報について
適宜情報を掲載し、周知を図
ることができた。

○ 引き続き、積極的な情
報提供を行っていく。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

環境情報の
一元化

区ホームページ（もっと
知りたい環境のこと）の
活用

継続
（平成22年度～）

環境情報を多くの区民へ
発信する

－ アクセス数　502回 平成23年度のアクセス数697
回に比べるとアクセス数が減
少した。
ただし、平成23年度は東日
本大震災が起きたため特に
関心が高まり、アクセスが多
かったとも考えられる。

○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課

多様な媒体を
活用した環境
情報の発信
力の強化

【再掲】月間事業（環境
月間、温暖化防止月間）

継続
（平成14年度～）

[環境月間」「温暖化対策
月間」を周知するととも
に、区民一人ひとりが身
近な地域環境から考える
きっかけとなるような行事
を実施する。（環境パネル
展など）

【環境パネル展】6/12～
6/21総合庁舎西口ロ
ビーにて「節電とエコドラ
イブ」のパネルを中心に
展示と区報による周知。
【温暖化防止月間】区報
にて周知する

－ 月間事業として、「環境パネ
ル展」や区報を中心に啓発を
おこない、節電やエコドライブ
など省エネに関して区民の
意識を高めることができた。

○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課

多様な媒体を
活用した環境
情報の発信
力の強化

エコプラザ情報室の図
書・資料等の整備、広報
誌の充実

継続
（平成7年度～）

目黒・平町エコプラザのＰ
Ｒを強化し、エコプラザ利
用の増進を図る。

図書・資料等の収集、閲
覧、貸出し、エコ商品の
紹介、相談業務等を実
施した。PRのため、エコ
プラザニュースの発行、
展示コーナーを活用した
啓発パネルやソーラー
パネル等の展示、人力
発電機の体験コーナー
を設置。また、活動室を
環境配慮活動団体のほ
か、広く一般にも貸出し
た。区の集会予約システ
ムの利用が可能。

新規利用登録数221名、
リサイクル活動室利用
件数（24年度累計）　延
べ741件
図書貸出件数181件、不
用品情報登録433件、
あっせん成立118件、プ
ラザニュ-ス発行12回

リーフレット、エコプラザ
ニュースによりエコプラザの
PRを行った。貸出し図書、展
示コーナー等の情報の充実
を図ることができた。

○ 今後もエコプラザの利
用促進を図るため、引
き続き継続したPR活
動を行っていく。

環境保全課

地域の環境
配慮活動団
体の支援

講師派遣 継続 小中学校や団体からの要
請があり次第、テ-マに
沿った講師を派遣する。

2件 2件 環境学習について講師派遣
をおこない、支援ができた

○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課

環境推進員
等の育成・支
援

環境推進員養成講座 継続
（平成20年度～）

区民自身が環境保全活動
のリーダーとなり、知識等
を深め積極的に環境活動
できる人材を育成する。
養成講座修了生　20名

受講生
21名
修了生
12名

受講生
21名
修了生
12名

環境への気づき、意識改革、
行動の変化をもたらし、日常
生活の中で環境に関する活
動ができる人を育てていくた
めの講座を実施した。

○ 今後も引き続き実施
する。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

環境推進員
等の育成・支
援

ステップアップ講座 継続 環境推進員のレベルアッ
プのため、知識等を深め
る。

年3回開催
延べ40名参加
（交流会を同時に１回開
催）

年3回開催
延べ40名参加

前年より多い開催で、いろい
ろな知識を深めることができ
た。

○ 今後も引き続き実施
する。
環境推進員で作成す
る広報誌の支援をす
る。

環境保全課

環境推進員
等の育成・支
援

環境ナビゲーター交流
会

継続
（平成20年度～）

区と協会が協働して、環
境ナビゲーター1～4期生
対象に相互交流と連携協
力を図る。

環境ナビゲーター自主
グループ・区・協会の事
業報告が行われ、更な
る活動への期待が高
まった。

参加者21名 環境ナビゲーター自主グ
ループ・区・協会の事業報告
が行われ、更なる活動への
期待が高まった。

○ 参加者への付加価値
を増す内容で開催。

環境保全課

人材バンクの
創設・活用

環境指導員（仮称）等の
登録・講師派遣

休止 － － － － △ － 環境保全課

環境に配慮し
た事業活動
の促進

【再掲】めぐろグリーンア
クションプログラム（事業
所版)

継続
（平成16年度～）

認定件数5件
認定会2回

新規認定件数1件
中間報告件数15件
認定会2回

－ 新規参加件数は1件にとどま
り、参加事業所の大幅な増
加には至らなかった。プログ
ラムの変更により、参加事業
所の増加を図る。

○ 変更したプログラムに
より継続実施

環境保全課

環境に配慮し
た事業活動
の促進

EMS（環境マネジメントシ
ステム）研究会運営支援

継続
（平成12年度～）

環境知識普及講座を開催 ごみゼロ出前講座 参加人数20人 環境知識普及講座を実施
し、環境に関する理解を深め
た。

× エコライフめぐろ推進
協会の自主事業とし
て環境知識普及講座
を開催予定

環境保全課

環境に配慮し
た事業活動
の促進

国際規格取得支援事業 継続
（平成12年度～）

製造業、建設業、情報通
信業及び工業デザイン設
計業等のものづくりに係る
業種を営む区内中小企業
の国際標準規格IＳO9000
並びに14000シリ-ズの取
得に対して、費用の一部
を助成する。

申請なし 予算計上2社であったが
申請がなかった。

問い合わせ件数も少ない状
況である。

○ 今後とも、区内中小企
業のものづくり事業を
営む事業者に対し助
成を行っていく。

産業経済・消
費生活課

地域の環境
保全活動の
普及および参
加促進

【再掲】ふぇすた環境in目
黒

休止 － － － － △ 平成24年度から3年
間休止

環境保全課

地域の環境
保全活動の
普及および参
加促進

エコまつり・めぐろ2012 新規
（平成24年度～）

地域の団体が企画・準備
段階から関わって、環境
にやさしいイベントを実施
できる場を提供する。

地域団体と事業者団
体、企業、区が連帯し、
12月にイベントを実施し
た。

③参加団体33、来場者
数延2,651名

区主催の「環境ｉｎ目黒」に代
わるイベントとして初めて開
催したため今後の課題もあ
るが、概ね目標を達成した。
実行委員会の継続も決まっ
た。

○ 平成24年度の経験を
活かし、充実を図る。

環境保全課
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事業の開始年度と
継続状況

24年度の事業目標 24年度末の進捗状況 達成数値
24年度における

事業の評価

予定
○：継続
△：休止
×：廃止

予定している
事業内容

（廃止の場合は
その理由）

平成25年度の予定

事業名

平成24年度

担当課施策

地域の環境
保全活動の
普及および参
加促進

エコチャレンジ顕彰 継続
（平成13年度～）

地域の環境保全活動を活
性化するため、表彰制度
を設けて、区民・事業者の
参加促進が図れるように
支援する。

1団体 1団体 平成25年2月9日に顕彰式を
行い、区ホームページに掲
載することで周知を図った。

○ 幅広い環境活動や継
続した取組みをしてい
る区民、事業者及び
団体等を発掘し、また
身近な地域で活動し
ている町会などの取
組みについても積極
的に顕彰し、地域にお
ける環境保全の取組
み意欲を高める。

環境保全課

環境配慮活
動団体のネッ
トワーク化

地域団体との連携、支援
事業、地域活動協力者
の養成
①人材バンク
②エコステーション支援

①継続（平成19年度
～）
②継続と新規（一部
は平成19年度～)

環境配慮活動を行う団
体・個人のネットワーク作
りや活動の場の提供、知
識の提供など

①環境ナビゲーター自
主グループを加えるな
ど、若干発展。
②新規事業有り

①登録数19
②参加数5イベント

概ね目標を達成した。 ○ ①登録数の拡大に務
める
②協力団体等の拡大

環境保全課

区民・団体・
事業者の
パートナー
シップによる
環境施策の
推進

地球温暖化対策地域協
議会運営支援

継続
（平成18年度～）

－ 地球温暖化対策地域協
議会を開催した。

会議開催回数
協議会2回

地球温暖化対策地域協議会
において、地球温暖化対策
地域推進計画の進捗状況の
確認を行うとともに、目標に
向けた効果的な取組みにつ
いて検討できた。

○ 国の温暖化対策の動
向等を見据えながら、
協議会及び改定部会
において、25年度以
降の取組みについて
協議を進め実施して
いく。

環境保全課

区民・団体・
事業者の
パートナー
シップによる
環境施策の
推進

環境審議会運営 継続
（平成13年度～）

環境審議会4回 環境審議会3回
小委員会3回

－ 平成23年7月1日に任命され
た環境審議会委員により、目
黒区環境基本計画重点プロ
ジェクト、環境学習推進計画
などについて審議が行われ
た。

○ 平成24年3月に改定し
た目黒区環境基本計
画を推進する。

環境保全課

他地域との連
携による取組
の推進

目黒区、東城区友好協
力事業（大気測定）

継続
（平成11年度～）

日本と中国の中高生が大
気汚染調査を行い、その
データを交換することで交
流し、相互理解を深める。

東城区で使用していた
測定器が故障し、測定
の実施が困難になった
ことから事業を休止し
た。

－ － × 測定器が使用できなく
なったため。

環境保全課
文化・交流課

他地域との連
携による取組
の推進

めぐろエコの森の維持管
理

継続
（平成23年度～）

下刈り2回 下刈り作業を実施した。 2回 植栽木の育成に支障となる
雑草等を刈払った。

○ めぐろエコの森に植樹
した樹木を生育させる
ために、下刈作業を
行う。

環境保全課
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